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株主各位

証券コード　7551
2026年６月８日

株 主 各 位
東京都大田区大森北１丁目６番８号
株 式 会 社 ウ ェ ッ ズ

取締役社長 石 田 純 一
第61回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第61回定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インター
ネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しておりま
す。
当社ウェブサイト
　(https://www.weds.co.jp/weds_invitation/)

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサ
イト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社
名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR
情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?S
how=Show)

 なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により
議決権を行使することができますので、上記ウェブサイト上に掲載し
ております株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年6月23日（火
曜日）午後5時までに議決権を行使（書面による場合は必着）してく
ださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年6月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都大田区西蒲田８丁目３番５号

プラザ・アペア　２階　「オリジア」
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第61期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２. 第61期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役1名選任の件

記

以　　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１ページに記載の各ウェブサイトにおいて、
その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示のうえ、ご返送
ください。

次ページの案内に従って、議案
の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月24日（水曜日）
午前10時

2026年６月23日（火曜日）
午後５時到着分まで

2026年６月23日（火曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

※議決権行使書用紙はイメージです。

議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があった
ものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効
な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、
最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能 
です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向け‌
サイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使‌
コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使を‌
お願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移‌
できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

「次へすすむ」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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当事業年度の事業の状況

（ 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで ）

(提供書面)

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

①事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が見られ
たものの、物価上昇に伴う節約志向の定着やインバウンド需要の一服感か
ら、個人消費は力強さを欠きました。海外においても、米国政策の動向や
地政学的リスクの長期化が国際経済の不透明感を一段と高め、加えて円安
の進行による輸入コストの増加が企業活動の重石となりました。
　このような環境下、当連結会計年度の売上高は、中核の自動車関連卸売
事業において、主力のホイール販売数は微増となったものの、商品構成の
変化等の影響を受け、34,530百万円（前期比1.7%減）と減収になりまし
た。利益面では、経営効率化に努めたものの、営業利益は1,904百万円
（前期比15.2％減）、経常利益は1,961百万円（前期比14.9％減）、親
会社株主に帰属する当期純利益は975百万円（前期比31.8％減）と、それ
ぞれ減益になりました。
　事業別の概況は次のとおりであります。
〔自動車関連卸売事業〕
　自動車関連卸売事業の売上高は、25,198百万円となり前期比567百万
円（△2.2%）の減収となりました。これは、物価高騰に伴う消費者の節
約志向等の影響もあり、主力のホイール販売数は微増となったものの、商
品構成の変化等によるものです。セグメント利益につきましても、商品構
成 の 変 化 等 の 影 響 を 受 け 、1,288百 万 円 と な り 前 期 比236百 万 円
(△15.5%)の減益となりました。
〔物流事業〕
　物流事業の売上高は、自動車生産は堅調に推移したものの、物流倉庫内
での受託業務や保管数の減少等の影響もあり、7,441百万円となり前期比
262百万円(△3.4%)の減収となりました。セグメント利益は、339百万円
となり前期比206百万円（△37.8%）の減益となりました。
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当事業年度の事業の状況

事 業 区 別 売 上 高 セ グ メ ン ト 利 益

自 動 車 関 連 卸 売 事 業 25,198百万円 1,288百万円

物 流 事 業 7,441百万円 339百万円

自 動 車 関 連 小 売 事 業 2,658百万円 138百万円

福 祉 事 業 539百万円 73百万円

そ の 他 事 業 113百万円 64百万円

事 業 間 取 引 消 去 △1,420百万円 0百万円

合 計 34,530百万円 1,904百万円

〔自動車関連小売事業〕
　自動車関連小売事業の売上高は、タイヤ値上がり前の駆け込み需要の影
響等による一般タイヤ販売増加や車検等のサービス売上増加により、
2,658百万円となり前期比176百万円(7.1%)の増収となりました。セグメ
ント利益は138百万円となり前期比79百万円（133.0％）の増益となりま
した。
〔福祉事業〕
　福祉事業の売上高は、入居者数は微減だったものの、看護等サービス収
入の増加により、539百万円と前期比32百万円(6.4%)の増収となりまし
た。セグメント利益は73百万円となり前期比34百万円(90.3％)の増益と
なりました。
〔その他事業〕
　その他売上は、賃貸収入は横ばいだったものの、前々期に事業撤退した
携帯電話事業に関する手数料収入の漸減により、113百万円となり前期比
10百万円(△8.8％)の減収となりました。セグメント利益は、64百万円と
なり前期比15百万円(△18.9%)の減益となりました。

<事業別売上高・セグメント利益>

②設備投資の状況
　該当事項はありません。

③資金調達の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 58 期
(2023年3月期)

第 59 期
(2024年3月期)

第 60 期
(2025年3月期)

第 61 期
（当連結会計年度）
(2026年3月期)

売 上 高(百万円) 36,497 34,781 35,138 34,530

経 常 利 益(百万円) 2,809 2,381 2,304 1,961

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,763 1,506 1,430 975

１株当たり当期純利益 (円) 109.98 93.92 89.22 60.85

総 資 産(百万円) 23,969 24,960 25,871 26,514

純 資 産(百万円) 16,571 17,733 18,817 19,550

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 バ ー デ ン 50百万円 100.0％ 自動車関連小売事業、福祉事
業、賃貸事業

株式会社スーパースター 70百万円 100.0％ プレミアムアルミホイール製
造販売事業

株 式 会 社 東 京 車 輪 12百万円 100.0％ 自動車関連卸売事業

威直貿易（寧波）有限公司 10百万円 100.0％ 自動車関連卸売事業

株 式 会 社 ロ ジ ッ ク ス 100百万円 56.2％ 物流事業

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況

　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、自動車用品アフターマーケットの成熟化や競争激化等に
対応すべく体制強化に取り組んでおりますが、当社及び連結子会社が対処す
べき課題は次のとおりです。
①自動車関連卸売事業におけるプレミアム・アドバンスドアルミホイール商
品開発力の強化
　市場環境の変化を新たな成長の機会と捉え、私たちは商品戦略を進化さ
せて参ります。特にプレミアム・アドバンスド品においては、あらゆる角
度から商品力を見つめ直し、お客様の多様なニーズや期待を超える価値を
提供できるよう、新たな商品開発に積極的に取り組んで参ります。「真に
価値ある製品づくり」を追求し、お客様の期待に応え続けます。
　さらに、お客様への揺るぎない約束として、品質保証体制を一層強化い
たします。専門組織の再編と体制強化を図り、高い水準の品質と安心・安
全を担保した商品をお届けすることで、顧客満足度の向上を追求して参り
ます。
　これらの取り組みを通じて商品力を着実に高め、変化する市場において
もお客様に選ばれ、信頼されるブランドであり続けることを目指します。

②自動車関連卸売事業における営業力強化及びシステム構築
　当社は、今後の競争に勝ち抜くための決め手は営業力とシステム力と考
えております。営業力は伝統的な強みを持っていますが、更にお客様との
コミュニケーションを深め信頼を得ていきます。基幹システムは稼働して
16年以上が経過し利便性の向上を目指し日々改良を進めています。
　また過年度に開発完了しましたＷＥＢ受注システムにおいては、利用頻
度を上げていただくためのフェーズに移行しています。お客様の利便性向
上のため使用状況のフィードバックを行い、また、内務者の業務効率向上
の為に開示商品群を追加し利用率を高める改良を進めています。また昨今
のサイバー攻撃への防御対応及び復旧対応も推進し、営業力とシステム力
の強化により更に効率のよい体制を目指して参ります。
　そしてAIを取り入れたシステム運用にも力を入れて参ります。

③自動車関連卸売事業における商品管理の強化
　当社主力商品のアルミホイールは、流行や嗜好性が高く販売競争や季節
変動及び国内市場の動向により過剰在庫が生まれやすい問題点を抱えてい
ます。
　数年来、商品管理の在り方を見直し、方針管理の徹底に取り組むことで
過剰在庫の一掃を進めておりました。しかしながら、プレミアム・アドバ
ンスドアルミホイールの販売拡大目標達成に向けたラインナップ拡充に伴
い、在庫増加への対策強化が新たな課題となっています。このため、関連
部門との連携を一層密にし、商品アイテムやサイズラインナップの見直し
と適正化、発注ロットの最小化の交渉を進め、今後も外的要因に左右され
ない販売・生産・適正在庫を目指して参ります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

④自動車関連卸売事業におけるプレミアムアルミホイール製造販売の拡充
　連結子会社㈱スーパースターは、当社グループの自動車関連卸売事業に
おけるプレミアムアルミホイール商品供給力強化のために組織の機能や効
率を高めることを目的とした部署編成を実施して、生産効率の改善に努め
て参ります。

⑤自動車関連小売事業の収益改善
　連結子会社㈱バーデンは、自動車用品小売事業を戦略部門に掲げ、カー
用品とカーメンテナンスの専門店「ジェームス」を運営しております。
　より多くの皆さまに安心・安全なカーライフを楽しんでいただくため、
タイヤ・オイル・バッテリーなどの消耗品であるメンテナンスサービス
や、車検整備を積極的に進め、お客様の立場に立った店舗づくりを日々目
指しております。
　その一環として安定した質の高いサービスを提供するため、人員の採用
と有資格者の内部育成による体制強化を継続して参ります。
　併せて、より多くの顧客に向けたネット販売においても、実店舗でのニ
ーズを基に幅広く魅力的な商品を提案することで、さらなる収益拡大を目
指して参ります。

⑥福祉事業の収益改善
　連結子会社㈱バーデンでは、複合福祉施設“グレイシャスビラ安城”を
2005年に開業いたしました。その後、より多くの介護需要に対応すべく
規模を拡大して参りましたが、介護職員の不足などにより新規入居者の受
け入れが進まず、一時業績が悪化しましたが、運営方法の見直しと事業領
域を広げる改革を行い、現在では収益も改善してきております。
　今後も感染症対策を継続しながら、入居者にはより住みやすく、職員に
はより働きやすい、安心・安全な施設を目指して参ります。

⑦輸出売上高の確保
　当社は、国内市場の成熟化が進んでおり、現在の輸出先は、北米・東南
アジア向けを中心に限定的な販路・金額にとどまっています。そこで、中
期ビジョンとして適格人員登用や根本的なビジネスプランの見直しを行い
ます。ビジネスプランの見直しとして、各現地代理店訪問を主とした積極
的な営業活動に加え、現地イベントへの参加を行って参ります。また、各
国の市場マーケティングも強化し、より市場に即した商品の優先開発、ブ
ランド認知を高めるべくSNSを中心としたプロモーション活動を強化し
て、世界市場への拡販を目指して参ります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑧物流事業の倉庫運用、輸配送の効率化と拠点網の最適化
　連結子会社㈱ロジックスは、日本国内9箇所の自社運営倉庫及び6箇所
の外注倉庫を管理・運営し、当社商品や自動車用部品等について高効率・
高品質な物流サービスを提供すべく、物流企画・管理・改善活動に取り組
んでおります。しかしながら「物流2024年問題」以降も深刻化するドラ
イバー不足による路線便の減便、庫内作業者などの人員不足、更には顧客
の生産変動や市場の季節変動といった物流波動や、自動車の電動化に伴う
部品構成の変化への対応が課題となっています。これらの課題を解決すべ
く、当社商品においては日本国内の物流拠点や輸送の再編、輸入製品の一
貫最適物流の検討、Lplat（倉庫管理システム）導入による生産性向上及
び管理体制強化、また自動車部品においてもLplatの導入拡大、愛知県に
構える複数の自社倉庫を軸に、協力会社のネットワークも活用し、生産変
動等の市場変化にフレキシブルに対応する稼働体制・輸配送サービスの構
築・提供に取り組んでおります。

⑨内部統制の仕組みの改善・強化
　当社グループではコンプライアンス重視の経営を掲げ、仕組み・運用
面、システム面、人事・組織面など様々な観点より定着をはかっておりま
す。またコンプライアンスを意識した風土作りや研修等を通した従業員の
意識改革に取り組むことで、内部統制全体の仕組み強化に取り組んでおり
ます。

⑸ 主要な事業内容（2026年3月31日現在）
　当社グループは、自動車関連の卸売事業（含むプレミアムアルミホイール
の製造販売事業）を主たる事業とし、他に商品保管の荷役等の物流事業、自
動車用品の小売事業、高齢者向けの複合福祉事業及び不動産の賃貸事業を営
んでおります。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況

会 社 名 区 分 名 称 所 在 地

㈱ ウ ェ ッ ズ 当 社

本 社 東 京 都 大 田 区

札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市

秋 田 営 業 所 秋 田 県 秋 田 市

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市

新 潟 営 業 所 新 潟 県 新 潟 市

首 都 圏 西 営 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

首 都 圏 東 営 業 所 埼 玉 県 朝 霞 市

金 沢 営 業 所 石 川 県 金 沢 市

松 本 営 業 所 長 野 県 松 本 市

名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市

大 阪 営 業 所 大 阪 府 吹 田 市

広 島 営 業 所 広 島 県 広 島 市

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

㈱ バ ー デ ン 子 会 社

本 社 愛 知 県 安 城 市

ジ ェ ー ム ス 安 城 店 愛 知 県 安 城 市

ジ ェ ー ム ス 浜 松 天 王 店 静 岡 県 浜 松 市

ジェームスサンストリート浜北店 静 岡 県 浜 松 市

グ レ イ シ ャ ス ビ ラ 安 城 愛 知 県 安 城 市

㈱スーパースター 子 会 社

本 社 大 阪 府 柏 原 市

柏 原 工 場 大 阪 府 柏 原 市

東 大 阪 工 場 大 阪 府 東 大 阪 市

㈱ 東 京 車 輪 子 会 社 本 社 東 京 都 荒 川 区

威直貿易（寧波）有
限公司 子 会 社 本 社 中 華 人 民 共 和 国

浙 江 省

⑹ 主要な営業所及び工場（2026年3月31日現在）
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主要な営業所及び工場、使用人の状況

会 社 名 区 分 名 称 所 在 地

㈱ ロ ジ ッ ク ス 子 会 社

本 社 愛 知 県 岡 崎 市

岡 崎 物 流 セ ン タ ー 愛 知 県 岡 崎 市

豊 田 物 流 セ ン タ ー 愛 知 県 豊 田 市

豊 田 パ ー ツ セ ン タ ー 愛 知 県 豊 田 市

豊 田 南 物 流 セ ン タ ー 愛 知 県 豊 田 市

緑 ヶ 丘 物 流 セ ン タ ー 愛 知 県 豊 田 市

木 場 物 流 セ ン タ ー 愛 知 県 名 古 屋 市

福 岡 物 流 セ ン タ ー 福 岡 県 鞍 手 郡

関 東 物 流 セ ン タ ー 埼 玉 県 上 尾 市

厚 木 物 流 セ ン タ ー 神 奈 川 県 厚 木 市

事業別の名称 使用人数 前連結会計年度末比増減

自動車関連卸売事業 204名 13名増

物流事業 188名 3名増

自動車関連小売事業 43名 4名増

福祉事業 42名 1名減

合計 477名 19名増

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

162名 10名増 44.1歳 15.0年

⑺ 使用人の状況（2026年3月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）上記使用人数には、パートタイマー及びアルバイトの年間平均人員70名は含んでおり
　　　ません。

② 当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は、当社から社外への出向者４名を除いております。
２. 上記使用人数には、パートタイマー及びアルバイトの年間平均人員16名は含んでおり

ません。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、新株予約権等の状況

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 百 五 銀 行 1,188百万円

⑻ 主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

① 発行可能株式総数 53,340,000株
② 発行済株式の総数（内　自己株式） 16,118,166株（80,079株）
③ 株主数 5,433名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

中 央 精 機 株 式 会 社 6,167千株 38.46％

碧 海 信 用 金 庫 520千株 3.24％

石 原 勝 成 480千株 2.99％

新 海 秀 治 329千株 2.05％

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 323千株 2.02％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 291千株 1.82％

六 和 機 械 股 份 有 限 公 司 256千株 1.60％

伊 澤 　 秀 145千株 0.91％

加 藤 博 久 100千株 0.62％

株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン 100千株 0.62％

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2026年3月31日現在）

④ 大株主（上位１０名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑵ 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 石　田　純　一

業務部・人事総務部管掌
株式会社東京車輪
　取締役社長（代表取締役）
株式会社ロジックス
　取締役社長（代表取締役）

取 締 役 牛　尾　　　理 中央精機株式会社
　取締役社長（代表取締役）

取 締 役 中　野　賢　次 商品本部長

取 締 役 石　津　克　也 販売本部長

取 締 役 畔　柳　徳　久 経理部管掌　兼　経理部長

取 締 役 今　町　方　規 株式会社バーデン
　取締役社長（代表取締役）

取 締 役 野　﨑　　　修 半蔵門総合法律事務所　弁護士

常 勤 監 査 役 長谷川　勝　也

監 査 役 平　松　幹　人 中央精機株式会社
　取締役専務執行役員

監 査 役 郡　司　昌　恭 郡司公認会計士事務所　代表

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2026年3月31日現在）

（注）１.　取締役牛尾理氏及び取締役野﨑修氏は、社外取締役であります。
２.　監査役平松幹人氏及び監査役郡司昌恭氏は、社外監査役であります。
３.　当社は、野﨑修氏及び郡司昌恭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役　野﨑修氏並びに社外監査役　郡司昌恭氏は、会社
法第427条第1項及び当社定款第28条第2項並びに当社定款第37条第2
項の規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定め
る額の合計額（最低責任限度額）を限度としております。
　なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役並びに社外監
査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が
ないときに限られます。
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会社役員の状況

区 分 支 給 人 員 支 給 額
（基本報酬）

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

7名
(2)

97百万円
(4)

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

3
(2)

20
(3)

合 計 10
(4)

118
(7)

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、取締役、監査役、執行役員、子会社の役員及び管理職従業員
を被保険者とする会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担
することになる第三者訴訟、株主代表訴訟などにおいて発生する訴訟費
用及び損害賠償金を補填することとしております。保険料は当社及び子
会社で全額負担しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において
年額180百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名（うち、社外取締役は
2名）です。

２. 監査役の報酬等限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において
年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役
の員数は、3名です。

３. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額34百万円（取締役5名に対し28百
万円（うち社外取締役1名に対し１百万円）、監査役2名に対し5百万円（うち
社外監査役1名に対し0.8百万円））

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額等13百万円（取締役5名に対
し11百万円（うち社外取締役1名に対し0.3百万円）、監査役2名に対し1百万円
（うち社外監査役1名に対し0.2百万円））

４.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の月例の基本報酬及び賞与は、会社の業績、取締役の役位や職
責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案して決定するものとしております。

イ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　月例の基本報酬と賞与については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社
長　石田純一がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、各取
締役の基本報酬及び賞与の額については、会社の業績、各取締役の役位や職
責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案の上、決定しております。
　個人別報酬については、上記決定方針の内容を熟知し、当社全体の業績を俯
瞰しつつ、各取締役の評価を最も適切に行うことのできる代表取締役社長が個
別具体的な額を定めるものであることから、その内容が当社の決定した方針に
沿うものであると取締役会は判断しております。
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会社役員の状況

出 席 状 況 主 な 活 動 状 況 及 び
社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し
て行った職務の概要

取 締 役 会
（出席率）

監 査 役 会
（出席率）

取 締 役 牛 尾 　 理 10回/10回
（100%） －

自動車業界の経験・知識を活
かして助言を行っており、意
思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果
たしております。

取 締 役 野 﨑 　 修 10回/10回
（100%） －

弁護士として法的視点にたっ
た助言を行っており、
意思決定の妥当性・適正性を
確保するための適切な役割を
果たしております。

監 査 役 平 松 幹 人 10回/10回
（100%）

5回/5回
（100%）

自動車業界の経験・知識を活
かして、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言
及び取締役の経営執行状況の
監査を行っております。

監 査 役 郡 司 昌 恭 10回/10回
（100%）

5回/5回
（100%）

公認会計士としての経験と知
識を活かして、意思決定の妥
当性・適正性を確保するため
の助言及び取締役の経営執行
状況の監査を行っておりま
す。

　役員退職慰労金は、株主総会に付議し決定いただきますが、取締役会の決議
に一任される際には、当社の所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員在任期
間における各取締役の役位や職責、担当業務や貢献度等を総合的に勘案の上、
決定することとしております。
　なお、業績連動報酬及び非金銭報酬は現時点では支給しておりません。
　また監査役の報酬等は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、
監査役の協議により決定しております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役牛尾理氏は、中央精機㈱の代表取締役社長を兼務しておりま
す。

・監査役平松幹人氏は、中央精機㈱の取締役専務執行役員を兼務してお
ります。

・当社は中央精機㈱との間に製品仕入等の取引関係があります。
ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

支　　払　　額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 30百万円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称
　　シンシア監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社は､会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融
商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額に
はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認
し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、
当該報酬は相当、妥当であることを確認の上、報酬額等に同意しておりま
す。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人
を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制

⑸ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（業務の適正を確保するための体制）

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
は以下のとおりであります。

<1>当社及び当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制

①当社及び当社グループは、内部統制システムの構築とコンプライアンス
を推進する組織として、コンプライアンス委員会を設置する。

②当社は、コンプライアンス・マニュアルを作成して関係子会社を含む全
役員と全社員を教育・啓蒙する。

③当社及び当社グループは、法令・定款・諸規程等に違反する行為が行わ
れ、また行われようとしている場合の報告体制として内部通報制度を設
ける。通報は匿名を可とし、通報事実を守秘するとともに通報者を不利
益に取り扱わない。

④当社は、信頼性のある財務報告に係る内部統制の体制を整備し、監査室
が定期的に内部統制監査を行い、結果を代表取締役に報告し内部統制報
告書を会計監査人に提出する。

<2>当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、法令・社内規程に基づき文書等の保存・管理を行う。
②当社は、顧客の個人情報について個人情報保護規程等に従い適切な利
用・管理・保護に努める。

<3>当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社及び当社グループは、内部統制とコンプライアンスの推進に不適切
な業務の調査と該当ある場合の対処、ITシステム障害への備え及び火
災・事故・地震等災害時の対策等について早期復旧を目指した体制作り
を推進する。

②常勤監査役は、内部統制規程の遵守状況について監査室長と連携して監
査し、結果を代表取締役に報告する。

<4>当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制

①当社及び当社グループは、社内規程によって職務権限を定め、重要事項
は稟議書による承認制をとる。取締役及び監査役は、全稟議書を審査し
て費用対効果を検証する。
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業務の適正を確保するための体制

②当社は、取締役会を原則として毎月開催し重要事項の決定並びに部門別
執行状況の管理監督と意思決定の迅速化に努める。

<5>当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社は、グループ全体における内部統制システム構築とコンプライアン
ス推進のため、関係子会社にコンプライアンス責任者を置く。関係子会
社のコンプライアンス責任者はコンプライアンス委員会の委員を兼務す
る。

②監査室は、関係子会社の内部統制監査を定期的に行う。
③当社は、当社グループに対してその業績状況、決算状況などについて、
定期的・継続的に当社へ報告させるものとする。

<6>監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当
該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①当社は、監査役会の事務局として管理部門員を配置する。
②当社は、監査役と取締役が協議し必要と判断するときは監査役スタッフ
を機動的に配置し監査役の命令・指揮下に入る。

<7>取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに監査役に報告し
た者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと
を確保するための体制

①常勤監査役は、取締役会・コンプライアンス委員会・経営会議等に出席
する。

②当社及び当社グループの取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必
要な報告と情報提供を行う。

③当社は前号に従い監査役への報告を行った当社及び当社グループ会社の
取締役及び使用人に対して不利益な取り扱いを行うことを禁じる。

<8>当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続
その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項
当社の監査役が職務を執行する上で必要な費用については、当社監査役
の監査計画に応じて年初に予算化し、監査上の理由で緊急又は臨時に支
出した費用についても前払い又は事後に償還する。
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業務の適正を確保するための体制

<9>その他当社の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するため
の体制
①監査役会は必要な場合は、自らの判断で、弁護士、公認会計士等の外
部アドバイザーを利用することができる。

②当社の監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受け
るとともに適宜情報交換を行い連携をはかる。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
<1>コンプライアンスに関する取組
　コンプライアンス・マニュアルを作成し運用するとともに、コンプライア
ンス委員会を原則四半期毎に開催しております。
　また内部通報制度に関して、総務部、監査役、顧問弁護士を相談窓口とし
て設置しており、不正や法令違反の早期発見を目指しております。
　なお内部通報者は不利な扱いを受けないように定めております。

<2>取締役の職務執行に関する取組
　当社は取締役会において、重要事項の決定や取締役の業務執行状況の監督
等を行っており、当事業年度においては、１０回開催しております。

<3>グループ会社管理に関する取組
　当社のグループ会社の管理については、子会社管理規程に基づき管理して
います。
　重要事項については、項目毎に当社への事前協議、報告等を義務付けてお
ります。
　また一部売上規模が小さい子会社を除き内部統制監査において内部統制シ
ステムの整備状況及び運用状況をチェックし、不備があれば改善するように
提言・指導をしています。

<4>監査役監査に関する取組
　監査役は、取締役会や社内での重要会議への出席、営業所等への往査、稟
議書の閲覧、経営トップとの意見交換等を通して監査の実効性を図っていま
す。
　会計監査人とは、期中レビュー・期末監査等の結果報告や三様監査打合
せを通して情報交換を実施するなどして、会計監査人の選定にかかる協議
を実施しました。
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連結貸借対照表

（2026年3月31日現在）
（単位：千円）

科　目 金　額 科　目 金　額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

デ リ バ テ ィ ブ 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

長 期 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

17,679,742

9,216,100

3,404,825

299,219

3,675,702

362,324

150,478

32,216

125,209

413,951

△287

8,834,558

6,771,117

3,004,377

3,360,496

406,244

200,168

1,863,272

752,456

354,384

85,436

57,411

674,690

△61,105
　

流 動 負 債 4,509,139

支払手形及び買掛金 2,556,672

短 期 借 入 金 133,440

未 払 法 人 税 等 522,145

賞 与 引 当 金 283,106

役 員 賞 与 引 当 金 67,390

そ の 他 946,385

固 定 負 債 2,454,703

長 期 借 入 金 1,054,800

修 繕 引 当 金 94,960

役員退職慰労引当金 121,975

退職給付に係る負債 257,827

資 産 除 去 債 務 469,881

そ の 他 455,259

負 債 合 計 6,963,842

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 17,333,800

資 本 金 852,750

資 本 剰 余 金 845,913

利 益 剰 余 金 15,682,943

自 己 株 式 △47,806

その他の包括利益累計額 492,790

その他有価証券評価差額金 365,027

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 85,716

為 替 換 算 調 整 勘 定 42,046

非 支 配 株 主 持 分 1,723,868

純 資 産 合 計 19,550,458
資 産 合 計 26,514,301 負 債 ・ 純 資 産 合 計 26,514,301

連 結 貸 借 対 照 表

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（ 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 34,530,726

売 上 原 価 27,001,583

売 上 総 利 益 7,529,142

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,624,479

営 業 利 益 1,904,662

営 業 外 収 益

受 取 利 息 14,687

受 取 配 当 金 23,781

為 替 差 益 18,701

保 険 解 約 返 戻 金 3,535

受 取 補 償 金 13,099

そ の 他 30,860 104,667

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,750

固 定 資 産 除 却 損 183

固 定 資 産 売 却 損 7,671

支 払 補 償 費 11,955

事 務 所 移 転 費 用 17,975

そ の 他 6,707 48,243

経 常 利 益 1,961,086

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 240,350 240,350

特 別 損 失

減 損 損 失 325,050 325,050

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,876,386

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 677,604

   法 人 税 等 調 整 額 156,881 834,486

当 期 純 利 益 1,041,900

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 66,035

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 975,864

連 結 損 益 計 算 書

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本 （ Ａ ）

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 　 残 高 852,750 845,913 15,140,108 △47,781 16,790,990

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △433,029 △433,029

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 975,864 975,864

自 己 株 式 の 取 得 △25 △25

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － － 542,835 △25 542,809

2026年3月31日　残高 852,750 845,913 15,682,943 △47,806 17,333,800

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 （ Ｂ ） 非 支 配
株 主 持 分

（Ｃ）
純資産合計

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）その他有価証
券評価差額金

繰延 ヘ ッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 　 残 高 290,653 △13,573 42,384 319,465 1,707,536 18,817,991

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △433,029

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 975,864

自 己 株 式 の 取 得 － △25

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 74,374 99,289 △338 173,324 16,331 189,656

連結会計年度中の変動額合計 74,374 99,289 △338 173,324 16,331 732,466

2026年3月31日　残高 365,027 85,716 42,046 492,790 1,723,868 19,550,458

連結株主資本等変動計算書

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

・市場価格のない株式等以外………
のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法により算定）を採用してお
ります。

①有形固定資産…………………………
（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社については、主に定率法を
採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）及び高齢者複合福祉事業に係る建
物附属設備及び構築物並びに2016年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額
法を採用しております。

連　結　注　記　表
【連結計算書類の作成のために基本となる重要な事項に関する注記】

１. 連結の範囲に関する事項
⑴連結子会社の数…………………………５社
⑵会社の名称………………………………株式会社バーデン、株式会社スーパースター、株式

会社東京車輪、威直貿易（寧波）有限公司、株式会
社ロジックス

２. 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用した関連会社数…………なし

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、威直貿易（寧波）有限公司の決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成に当たっては、同社の決算日現在の計算書類を使用しておりますが、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。そ
の他の連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。

４. 会計方針に関する事項
⑴資産の評価基準及び評価方法
　①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等……………総平均法による原価法を採用しております。
②デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。
③棚卸資産の評価基準及び評価方法

　当社及び国内連結子会社については、主として総平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

⑵固定資産の減価償却の方法
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連結注記表

②無形固定資産…………………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方
法と同一の基準によっております。ただし、ソフト
ウェア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期
間にわたって、規則的に償却しております。

③リース資産……………………………主にリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

⑶引当金の計上方法
①貸倒引当金……………………………売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金……………………………従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度
に負担すべき支給見込額を計上しております。

③役員賞与引当金………………………役員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に
負担すべき支給見込額を計上しております。

④修繕引当金……………………………建物及び付帯設備の大規模修繕に備えるため、長期
修繕計画に基づく支出見込額のうち、当連結会計年
度に負担すべき額を引当計上しております。

⑤役員退職慰労引当金…………………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

⑷収益及び費用の計上基準
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用し
ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売
契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品
又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足
されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、商品又は製品の国内の販売
において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
　また、物流事業に係る収益は、主に倉庫業務及び輸送業務等を中心としたサービスの提供
による収益で、寄託を受けた貨物を倉庫に保管し、貨物の入出庫及びこれに付帯する諸作業
を行っており、当該サービスの提供に係る履行義務は、個々のサービスから単独で顧客が便
益を享受できることから、一時点で充足されるものと判断し、サービスの完了時点で収益を
認識しております。
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ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建金銭債務、外貨建の予定取引

⑸その他連結計算書類の作成の基本となる重要な事項
　①退職給付に係る会計処理の方法

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額
（年金財政計算上の数理債務または期末自己都合要支給額）及び年金資産額に基づき、
当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております(ただし、
当連結会計年度末の企業年金制度については、年金資産額が退職給付債務の見込額を超
えるため、退職給付に係る資産を計上しております)。

　②ヘッジ会計の方法
（ア）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替
予約については振当処理によっております｡

（イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ウ）ヘッジ方針
　為替相場変動に伴うリスクの軽減を目的に、将来の輸入見込額等を考慮して行って
おり、投機的な取引は行っておりません。

（エ）ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の
相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

【会計上の見積りに関する注記】
1．固定資産の減損(福祉事業用資産)
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

福祉事業用資産に係る資産グループに係る有形固定資産　650,922千円
(当連結会計年度に計上した減損損失　－千円)

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、継続的に収支の把握を実施している内部管理上の事業区分を基礎と
して資産のグルーピングを行っております。当連結会計年度において、福祉事業用資産
について、収益性の低下等により減損の兆候を識別しておりますが、正味売却価額が帳
簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。

① 算出方法
　回収可能価額は正味売却価額により測定しており、当該資産グループについては将
来の事業の方向性について複数の選択肢が検討されており、その選択肢の一つとして
第三者である譲渡希望先から評価金額の提示を受けていることから、正味売却価額は
当該提示された評価金額を勘案して算定しております。

② 主要な仮定
　正味売却価額の算定における主要な仮定は、第三者である譲渡希望先から提示され
た評価金額であります。当該評価金額は、対象資産の現況等を勘案して提示されたも
のであります。
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③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　提示された評価金額に基づき算定した正味売却価額に変更が生じた場合など、回収
可能価額の見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において
減損損失の計上が必要となる可能性があります。

2．固定資産の減損(アルミホイール製造事業用資産)
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

アルミホイール製造事業用資産の資産グループに係る有形固定資産　446,526千円
(当連結会計年度に計上した減損損失 325,050千円)

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、継続的に収支の把握を実施している内部管理上の事業区分を基礎と
して資産のグルーピングを行っております。当連結会計年度においては、アルミホイー
ル製造事業用資産について、収益性の低下等により減損の兆候を識別しております。当
該資産グループについては、投下資本の回収が見込めないと判断したため、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額325,050千円を減損損失として計上しておりま
す。

① 算出方法
　回収可能価額は、資産または資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高
い方の金額としており、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は不動
産鑑定評価額等を基礎として算定しております。

② 主要な仮定
　正味売却価額の算定における主要な仮定は、不動産鑑定評価において採用された取
引事例比較法に基づく比準価格であります。これらは、対象不動産の所在地の市場環
境及び類似取引事例を勘案して見積っております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定は、不動産市況の変動等の不確実な要素の影響を受けるため、見直しが
必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において追加の減損損失が発
生する可能性があります。

【会計上の見積りの変更に関する注記】
　資産除去債務

　当連結会計年度において、当社グループの不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務とし
て計上していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新た
な情報を入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。
　この見積りの変更による資産除去債務245,892千円を変更前の資産除去債務残高に加算
しております。
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建物及び構築物 1,722,382千円
土地 1,580,269千円

計 3,302,652千円

短期借入金 133,440千円
長期借入金 1,054,800千円
その他固定負債 67,000千円

計 1,255,240千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 6,155,459千円

普　通　株　式 16,118,166株

決 議 株式の種類
配 当 金 の 総 額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

2025年 6 月25日

定 時 株 主 総 会
普 通 株 式 272,648 17.00 2025年 3 月31日 2025年 6 月26日

2025年10月29日

取 締 役 会
普 通 株 式 160,381 10.00 2025年 9 月30日 2025年12月12日

決 議 株式の種類
配 当 金 の 総 額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

2026年 6 月24日

定 時 株 主 総 会
普 通 株 式 272,647 17.00 2026年 3 月31日 2026年 6 月25日

【連結貸借対照表に関する注記】
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴担保に供している資産

⑵担保に係る債務

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項
⑴配当金支払額

⑵基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　（注）配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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【金融商品に関する注記】
１. 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達してお
ります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的運転資金を銀
行借入により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されてお
ります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リス
クに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式で
あり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日でありま
す。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予
約を利用してヘッジしております。
　借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資、運転資金に
係る資金調達を目的としたものであります。
　デリバティブ取引は、外貨建金銭債務及び外貨建の予定取引に係る為替の変動リスクに
対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価(千円) 差額(千円)

投資有価証券
　その他有価証券(＊1)

695,506 695,506 ー

　資産計 695,506 695,506 ー

短期借入金 133,440 133,437 △2

長期借入金 1,054,800 853,638 △201,161

　負債計 1,188,240 987,076 △201,163

デリバティブ取引(＊2)

　ヘッジ会計が適用され
　ているもの

125,209 125,209 ー

区分 連結貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 56,949

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。
　また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手
形及び買掛金、並びに未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ことから、注記を省略しております。

（＊1）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商
品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（＊2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で
正味の債務となる項目については、△を付しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価
レベル2 の時価：レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用

いて算定した時価
レベル3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 695,506 － － 695,506

デリバティブ取引

　ヘッジ会計が適用されているもの － 125,209 － 125,209

資産計 695,506 125,209 － 820,716

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

短期借入金 － 133,437 － 133,437

長期借入金 － 853,638 － 853,638

負債計 － 987,076 － 987,076

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

⑴時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

⑵時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
（投資有価証券）

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は、活発な市場で取引さ
れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

（デリバティブ取引）
　時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定してお
り、レベル2の時価に分類されております。なお、為替予約の振当処理によるものは
ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理しているため、その時価は当該買掛
金の時価に含めております。

（短期借入金及び長期借入金）
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し
た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
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報告セグメント
その他
(注)

合計自動車関連
卸売事業

物流事業
自動車関連
小売事業

福祉事業 計

一時点で移転され
る財

24,816,912 5,612,733 2,648,436 368,040 33,446,123 20,633 33,466,756

一定の期間にわた
り移転される財

－ － － － － － －

顧客との契約から
生じる収益

24,816,912 5,612,733 2,648,436 368,040 33,446,123 20,633 33,466,756

その他の収益 － 799,568 － 171,773 971,341 92,628 1,063,969

外部顧客への売上
高

24,816,912 6,412,301 2,648,436 539,814 34,417,464 113,261 34,530,726

【収益認識に関する注記】
⑴収益の分解情報

（単位：千円）

(注)「その他」の区分は、主に賃貸事業であります。

⑵収益を理解するための基礎となる情報
　「連結計算書類の作成のために基本となる重要な事項に関する注記　４．会計方針に関する
事項　⑷収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等
　顧客との契約から生じた契約資産については、該当事項はありません。契約負債について
は、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実
務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客と
の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

656,766 671,000

１. １株当たり純資産額 1,111円52銭
２. １株当たり当期純利益 60円85銭

【賃貸等不動産に関する注記】
　一部の連結子会社では、愛知県において、賃貸用の土地を有しております。また、当該賃
貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり
ます。

（注）２. 当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指
標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象】
該当事項はありません。
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貸借対照表

（2026年3月31日現在）
（単位：千円）

科　目 金　額 科　目 金　額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
前 渡 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
デ リ バ テ ィ ブ 債 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
土 地
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

13,632,011
7,233,782

184,650
2,409,273
3,068,588

14,983
354,600
125,884
124,506
116,008

△267
5,547,914
1,335,973

530,169
7,244
4,409

51,370
8,312

734,466
54,074
54,074

4,157,866
666,857

1,408,855
10,000

1,572,300
96,312
85,436

214,932
105,907
△ 2,736　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 3,178,205

買 掛 金 1,926,098
関 係 会 社 短 期 借 入 金 310,000
未 払 費 用 293,006
未 払 法 人 税 等 431,216
未 払 消 費 税 等 25,909
賞 与 引 当 金 95,885
役 員 賞 与 引 当 金 34,080
そ の 他 62,008

固 定 負 債 366,880
修 繕 引 当 金 94,960
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 48,405
資 産 除 去 債 務 171,596
そ の 他 51,918

負 債 合 計 3,545,085
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 15,192,722

資 本 金 852,750
資 本 剰 余 金 802,090

資 本 準 備 金 802,090
利 益 剰 余 金 13,585,689

利 益 準 備 金 213,187
そ の 他 利 益 剰 余 金 13,372,501

固定資産圧縮積立金 21,304
別 途 積 立 金 3,716,700
繰 越 利 益 剰 余 金 9,634,497

自 己 株 式 △ 47,806
評 価 ・ 換 算 差 額 等 442,118

その他有価証券評価差額金 356,856
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 85,262
純 資 産 合 計 15,634,841

資 産 合 計 19,179,926 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,179,926

貸　借　対　照　表

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 25,033,804

売 上 原 価 19,946,689

売 上 総 利 益 5,087,114

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,700,891

営 業 利 益 1,386,222

営 業 外 収 益

受 取 利 息 24,099

受 取 配 当 金 124,550

為 替 差 益 17,119

そ の 他 8,510 174,280

営 業 外 費 用

支 払 利 息 194

そ の 他 735 930

経 常 利 益 1,559,572

特 別 損 失

減 損 損 失 724,616

関 係 会 社 株 式 評 価 損 253,939 978,556

税 引 前 当 期 純 利 益 581,016

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 469,231

法 人 税 等 調 整 額 △ 167,215 302,016

当 期 純 利 益 278,999

損　益　計　算　書

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本 （ Ａ ）

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計固定資産

圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2025年4月1日　残高 852,750 802,090 213,187 22,297 3,716,700 9,787,533 13,739,719 △47,781 15,346,777

事業年度中の変動額
圧縮積立金の
取 崩 △993 993 － －

剰余金の配当 △433,029 △433,029 △433,029

当 期 純 利 益 278,999 278,999 278,999

自 己 株 式 の 取 得 － △25 △25

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－ －

事業年度中の変動額合計 － － － △993 － △153,036 △154,029 △25 △154,055

2026年3月31日　残高 852,750 802,090 213,187 21,304 3,716,700 9,634,497 13,585,689 △47,806 15,192,722

評価・換算差額等（Ｂ）
純 資 産 合 計
（Ａ）＋（Ｂ）その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年4月1日　残高 286,214 △13,573 272,641 15,619,419

事業年度中の変動額
圧縮積立金の
取 崩 － －

剰余金の配当 － △433,029

当 期 純 利 益 － 278,999

自 己 株 式 の 取 得 － △25
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

70,641 98,835 169,476 169,476

事業年度中の変動額合計 70,641 98,835 169,476 15,421

2026年3月31日　残高 356,856 85,262 442,118 15,634,841

株主資本等変動計算書

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個　別　注　記　表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１. 資産の評価基準及び評価方法
⑴有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 総平均法による原価法により評価しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
のもの　　　　　　　　　　　　却原価は総平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等……………総平均法による原価法を採用しております。

⑵デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

⑶棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）を採用しております。

２. 固定資産の減価償却の方法
⑴有形固定資産………………………主に定率法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）及び高齢者複合福祉事業に係る建物附属設
備及び構築物並びに2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。

⑵無形固定資産………………………定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内
における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用し
ております。

⑶リース資産…………………………主にリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準
⑴貸倒引当金…………………………売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見
込額を計上しております。
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個別注記表

ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建金銭債務、外貨建の予定取引

⑵賞与引当金…………………………従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担す
べき支給見込額を計上しております。

⑶役員賞与引当金……………………役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべ
き支給見込額を計上しております。

⑷修繕引当金…………………………建物及び付帯設備の大規模修繕に備えるため、長期修繕
計画に基づく支出見込額のうち、当事業年度に負担すべ
き額を引当計上しております。

⑸退職給付引当金……………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額（年金財政計算上の数理債務又は
期末自己都合要支給額）及び年金資産額に基づき、当事
業年度末において発生していると認められる額を計上し
ております(ただし、当事業年度末の企業年金制度につ
いては、年金資産額が退職給付債務の見込額を超えるた
め、前払年金費用を計上しております)。

⑹役員退職慰労引当金………………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用し
ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売
契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品
又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足
されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、商品又は製品の国内の販売
において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

５. その他計算書類の作成の基本となる重要な事項
⑴ヘッジ会計の方法
（ア）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予
約については振当処理によっております｡

（イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ウ）ヘッジ方針
　為替相場変動に伴うリスクの軽減を目的に、将来の輸入見込額等を考慮して行ってお
り、投機的な取引は行っておりません。
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（エ）ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相
場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

【会計上の見積りに関する注記】
1．固定資産の減損(賃貸事業用資産)
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

賃貸事業用資産(福祉事業用資産)の資産グループに係る有形固定資産　561,200千円
(当事業年度に計上した減損損失 720,897千円)

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、継続的に収支の把握を実施している内部管理上の事業区分を基礎として資産
のグルーピングを行っております。当事業年度において、賃貸事業用資産について、収
益性の低下等により減損の兆候を識別しておりますが、割引前将来キャッシュ・フロー
が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として計上しております。
① 算出方法

　回収可能価額は、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高
い方の金額としており、正味売却価額により測定しております。当該資産グループに
ついては将来の事業の方向性について複数の選択肢が検討されており、その選択肢の
一つとして第三者の譲渡希望先から評価金額の提示を受けていることから、正味売却
価額は当該提示された評価金額を勘案して算定しております。

② 主要な仮定
　正味売却価額の算定における主要な仮定は、第三者である譲渡希望先から提示され
た評価金額であります。当該評価金額は、対象資産の現況等を勘案して提示されたも
のであります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　提示された評価金額に基づき算定した正味売却価額に変更が生じた場合など、回収
可能価額の見直しが必要となった場合には、翌事業年度の計算書類において追加の減
損損失の計上が必要となる可能性があります。
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2．関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　146,060千円
(当事業年度に計上した関係会社株式評価損 253,939千円)

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、関係会社株式について、市場価格のない株式等に該当するものは、発行会社
の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに、回復可能性が十分な証拠に
よって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額を当事業年度の損失とし
て処理しております。当事業年度においては、関係会社株式の一部について実質価額が
著しく低下し、かつ回復可能性が認められないと判断したことから、関係会社株式評価
損 253,939千円を計上しております。

① 算出方法
　実質価額は、関係会社の直近の財政状態を基礎とした1株当たり純資産額に保有株式
数を乗じて算定しております。実質価額が取得原価に比して50%程度以上低下した場
合に著しく低下したと判定し、関係会社の事業計画等に基づき回復可能性を検討した
上で、回復可能性が認められないものについて評価損を計上しております。

② 主要な仮定
　回復可能性の判断における主要な仮定は、関係会社が策定する事業計画における将
来の売上高及び営業利益であります。事業計画は、当該関係会社の事業環境、過去
実績及び市場見通しを勘案して策定しております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　主要な仮定は将来の不確実な経済条件等の影響を受けるため、関係会社の事業計画
と実績との間に乖離が生じた場合又は事業計画に重要な変更が生じた場合には、翌
事業年度において追加の関係会社株式評価損が発生する可能性があります。

【会計上の見積りの変更に関する注記】
資産除去債務

　当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務として計上して
いた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報を
入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。
　この見積りの変更による資産除去債務153,590千円を変更前の資産除去債務残高に加
算しております。
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個別注記表

建物 238,536千円
土地 456,970千円

計 695,507千円

担保に係る債務はありません。

２. 有形固定資産の減価償却累計額 2,529,427千円

⑴ 短期金銭債権 39,454千円
⑵ 短期金銭債務 609,847千円

⑴ 売上高 645,215千円
⑵ 仕入高 2,315,124千円
⑶ 販売費及び一般管理費 882,039千円
⑷ 営業取引以外の取引高 119,656千円

普　通　株　式 80,079株

【貸借対照表に関する注記】
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴ 担保に供している資産

⑵ 担保に係る債務

３. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

【損益計算書に関する注記】
1.　関係会社との取引高

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産
商品評価損 168,451千円
修繕引当金 29,931
賞与引当金 30,223
減損損失 228,399
関係会社株式評価損 80,041
資産除去債務 54,087
未払事業税 23,324
役員退職慰労引当金 15,257
その他 71,279
小計 700,995
評価性引当額 △198,100
繰延税金資産計 502,894

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △163,414
資産除去債務に対応する除去費用 △48,567
繰延ヘッジ損益 △39,244
前払年金費用 △26,929
建物圧縮積立金 △9,806
繰延税金負債計 △287,961

繰延税金資産の純額 214,932

属 性 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

その他の
関係会社 中央精機㈱

被所有

直接　38.5

ホイール等
の 購 入
役員の兼任

商 品 仕 入
（注） 1,266,188 買 掛 金 353,731

【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（表示方法の変更）

　前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産除去債務」(前事業年度5,675千円)は、金

額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
１. 親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

取引条件の決定方針等
（注）同社製品の購入については、市場価格、販売量を勘案し、同社からの希望価格に対し価格交渉の上、一

般取引条件を参考に決定しております。
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属 性 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 ㈱バーデン
所有

直接　100.0

自 動 車 用 品
の卸売、福祉
施 設 の 賃 貸
資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任

― ― 関 係 会 社
短期貸付金 44,600

資金の貸付
(注) 493,000 関 係 会 社

長期貸付金 1,072,300

利息の受取
（注） 8,664 ― ―

子会社 ㈱スーパース
ター

所有
直接　100.0

㈱スーパース
ター製品の購
入、ホイール
等 の 販 売
資 金 の 援 助
役 員 の 兼 任

― ― 関 係 会 社
短期貸付金 310,000

資金の貸付
(注) 690,000 関 係 会 社

長期貸付金 500,000

利息の受取
（注） 3,451 ― ―

子会社 ㈱東京車輪
所有

　直接　100.0

㈱東京車輪
製 品 の 購
入、ホイー
ル等の販売
資金の援助
資金の借入
役員の兼任

資金の借入
(注) 310,000 関 係 会 社

短期借入金 310,000

利 息 の 支 払
（注） 194 ― ―

資金の貸付
(注) 80,000 ― ―

 利 息 の 受 取
（注） 970 ― ―

１. １株当たり純資産額 974円86銭
２. １株当たり当期純利益 17円40銭

２. 子会社及び関連会社等
（単位：千円）

取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付及び借入については、当社資金調達時の金利を勘案して決定しております。

なお、担保は受け入れておりません。

【収益認識に関する注記】
⑴収益を理解するための基礎となる情報

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りであります。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象】
該当事項はありません。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月11日

株式会社ウェッズ
取締役会　御中

シンシア監査法人
　東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 瀧 　 口 　 英 　 明

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 長 　 田 　 洋 　 和

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ウェッズの2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ウェッズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連
結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。 
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月11日

株式会社ウェッズ
取締役会　御中

シンシア監査法人
　東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 瀧 　 口 　 英 　 明

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 長 　 田 　 洋 　 和

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ウェッズの2025年４月１

日から2026年３月31日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第61期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

⑵各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と
意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人シンシア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人シンシア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

2026年５月13日
株 式 会 社 ウ ェ ッ ズ 　 監 査 役 会

常勤監査役 長谷川　　勝　也 ㊞
社外監査役 平　松　　幹　人 ㊞
社外監査役 郡　司　　昌　恭 ㊞

　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の配当の件

　剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は株主の皆様に対する利益還元を重要な経営目標の一つと認識して
おり、連結配当性向30％以上を利益配分の基本方針にしております。
　その方針の下で、業績向上等により株主の皆様への利益還元額を考えて
いく所存です。
　当期（2026年3月期）は、期末配当として１株当り17円をお願いいたし
たいと存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金17円、総額は272,647,479円といたした
いと存じます。

　なお、当期は１株につき10円を中間配当としてお支払いしております。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月25日といたしたいと存じます。
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

１
いし
石

 

　
 

 
だ
田

 

　
 

 
じゅん
純

 

　
 

 
いち
一

(1961年12月22日生)

    2000年    4 月 当社大阪営業所長
    2001年    6 月 当社理事　西日本ブロック長

　兼　大阪営業所長
    2005年    7 月 当社理事　販売本部長

　兼　販売統括部長
    2009年    4 月 当社執行役員　西日本販売統括部

長
    2011年    6 月 当社取締役　西日本販売統括部長

　兼　大阪営業所長
    2013年    4 月 当社取締役　業務部長
    2015年    4 月 当社取締役　業務本部長
    2018年    6 月 当社常務取締役　業務本部長

　兼　システム部長
    2019年    5 月 当社常務取締役　業務部長

　兼　システム部長
    2020年    6 月 当社専務取締役　業務部長

　兼　システム部長
    2023年    6 月 当社代表取締役社長　業務部・人

事総務部管掌
    2026年    4 月 当社代表取締役社長　業務本部長

（現在に至る）

45,400株

［重要な兼職の状況］
㈱東京車輪代表取締役社長
㈱ロジックス代表取締役社長

２
うし
牛

 

　
 

 
お
尾

 

　
 

　
 

　
 

 
 

 
おさむ
理

(1961年７月19日生)

    2017年    4 月 トヨタ自動車㈱田原工場　工場長
    2018年    1 月 中央精機㈱常勤顧問
    2018年    6 月 同社取締役副社長
    2019年    6 月 同社代表取締役社長

（現在に至る）
    2021年    6 月 当社社外取締役

（現在に至る）
［重要な兼職の状況］
中央精機㈱代表取締役社長

－株

第2号議案 取締役８名選任の件

　取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

３
なか
中　

 

 
の
野

 

　
 

 
けん
賢

 

　
 

 
じ
次

(1965年2月24日生)

    2003年    10月 当社新潟営業所長
    2010年    4 月 当社名古屋営業所長
    2016年    4 月 当社販売部統括部長
    2022年    4 月 当社執行役員　販売統括部長
    2023年    6 月 当社執行役員　商品企画部長

　兼　知的財産室長
    2024年    6 月 当社取締役　商品本部長

　兼　知的財産室長
（現在に至る）

14,000株

4
いし
石　

 

 
づ
津　

 

 
かつ
克　

 

 
や
也

(1969年1月31日生)

    2012年    4 月 当社大阪営業所長
    2022年    4 月 当社販売部長
    2023年    4 月 当社執行役員　販売部長
    2023年    6 月 当社執行役員　販売統括部長
    2024年    6 月 当社取締役　販売本部長

（現在に至る）

7,500株

5
くろ
畔

 

　
 

 
やなぎ
柳

 

　
 

 
のり
徳

 

　
 

 
ひさ
久

(1965年2月28日生)

    2008年    2 月 中央精機㈱企画管理部経営企画
室長

    2019年    8 月 同社経理部長
    2024年    4 月 当社執行役員　経理部顧問
    2024年    6 月 当社取締役　経理部管掌
    2025年    2 月 当社取締役　経理部管掌兼経理部

長
    2026年    4 月 当社取締役　管理本部長

　兼　経営企画室長
（現在に至る）

2,200株

6
いま
今

 

　
 

 
まち
町

 

　
 

 
まさ
方

 

　
 

 
き
規

(1963年４月21日生)

    2002年    4 月 当社営業企画部長
    2003年    10月 当社販売企画部長
    2009年    4 月 当社執行役員　販売企画・海外営

業部長
    2011年    6 月 当社取締役　販売企画・海外営業

部長
    2013年    6 月 ㈱バーデン常務取締役
    2014年    6 月 同社専務取締役
    2016年    6 月 同社代表取締役社長

（現在に至る）
    2020年    6 月 当社取締役

（現在に至る）

30,000株

［重要な兼職の状況］
㈱バーデン代表取締役社長
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取締役選任議案

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

7
の
野

 

　
 

 
ざき
﨑

 

　
 

 
 

　
 

　
 

 
おさむ
修

（1959年2月6日生）

    1991年    4 月 弁護士登録　川崎友夫法律事務所
入所

    1998年    4 月 安藤・野﨑法律事務所開設
    2003年    4 月 半蔵門総合法律事務所開設

（現在に至る）
    2010年    4 月 東京地方裁判所調停員
    2022年    6 月 当社社外取締役

（現在に至る）
［重要な兼職の状況］
半蔵門総合法律事務所　弁護士

－株

８
い

伊
 

　
 

 
とう

藤
 

　
 

 
ふみ

文
 

　
 

 
ひこ

彦
（1971年11月6日生）

    2010年    4 月 当社首都圏東営業所長
    2022年    4 月 当社販売本部部長
    2023年    10月 当社販売本部部長

　兼　海外営業室長
    2024年    6 月 当社執行役員　海外営業本部長

（現在に至る）

6,400株

（注）１.  各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 牛尾理氏と野﨑修氏は、社外取締役候補者でありますが、社外取締役としての在任期
間は、本総会の終結の時をもって牛尾理氏は5年、野﨑修氏は4年となります。

３. 牛尾理氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下のとおりで
あります。
牛尾理氏は、中央精機㈱の代表取締役社長であります。これまでの自動車業界での経
験・知識を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待してお
ります。

4. 野﨑修氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下のとおりで
あります。

　　野﨑修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されてい
ることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しており
ます。また当社の顧問弁護士を務め当社の状況を理解されておりますが、その顧問料
は僅少であり、4年前社外取締役に就任する前に顧問弁護士契約を解除しましたの
で、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をしております。ま
た野﨑修氏とは、会社法第427条第1項及び当社定款第28条第2項の規定に基づき損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、会社法第425条第1項に定める額の合計額（最低責任限度額）を限度として
おります。

5. 上記各候補者の略歴は、2026年５月13日現在のものです。
6. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代
表訴訟などにおいて発生する訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしておりま
す。保険料は全額当社が負担しております。全ての取締役候補者は、取締役に選任さ
れた場合には、当該保険契約の被保険者となります。次回更新時には、同様の内容で
更新を予定しております。
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監査役選任議案

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

ひら

平
 

　
 

 
まつ

松
 

　
 

 
みき

幹
 

　
 

 
と

人
（1963年6月5日生）

    1986年    4 月 中央精機㈱入社
    2008年    4 月 同社業務部部長
    2011年    2 月 同社人事部部長
    2011年    8 月 同社人事総務部部長
    2014年    4 月 同社執行役員　営業部・生産企画部
    2014年    6 月 当社社外監査役

（現在に至る）
    2019年    6 月 同社常務執行役員　経営企画部・営業部
    2021年    6 月 同社取締役常務執行役員　経営企画部・営

業部
    2022年    6 月 同社取締役常務執行役員　営業部・経営企 

画部（経企室）・生産企画部
    2023年    6 月 同社取締役専務執行役員　管理・子会社経

営管理・生産企画部
（現在に至る）

［重要な兼職の状況］
中央精機㈱取締役専務執行役員

－株

第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役平松幹人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．平松幹人氏は、社外監査役候補者であります。
　　　３．平松幹人氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。平松幹人氏

は、中央精機㈱の取締役専務執行役員　管理・子会社経営管理・生産企画部担当とし
て自動車業界に精通しており、その経験・知識を活かして、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言及び取締役の経営執行状況の監査を行っていただけるものと
期待しているためです。

　　　４．平松幹人氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は
本株主総会の終結の時をもって12年となります。

　　　５．上記候補者の略歴は、2026年5月13日現在のものです。
　　　６．当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、当社監査役を含む被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代
表訴訟などにおいて発生する訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしておりま
す。保険料は全額当社が負担しております。全ての監査役候補者は、監査役に選任さ
れた場合には、当該保険契約の被保険者となります。次回更新時には、同程度の内容
で更新を予定しております。
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地図

会場
　

プラザ・アペア　２階　「オリジア」
〒144-0051　東京都大田区西蒲田８丁目３番５号
電話（03）3732-4122（代表）

日時
　

2026年6月24日（水）午前10時

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

第61回定時株主総会会場ご案内図

交通のご案内
電車／京浜東北線・多摩川線・池上線の蒲田駅南口より徒歩２分。

京浜急行の京急蒲田駅より徒歩15分（蒲田駅までバス５分）
《蒲田駅南口より》所要時間約２分
南口のセブンイレブンの角を右折。
直進し、１つ目の十字路を越えた左側。
■蒲田駅までの所要時間：東京駅より24分／上野駅より32分／横浜駅より21分。


